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公立大学法人 首都大学東京 
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－ 23 －



－ 24 －



－ 25 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 26 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 27 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 28 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 29 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 30 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 31 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 32 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 33 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 34 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 35 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 36 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 37 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 38 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 39 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 40 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 41 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 42 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 43 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 44 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 45 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 46 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 47 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置



－ 48 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置



－ 49 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置



－ 50 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置 

　３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置



－ 51 －

Ⅱ　首都大学東京に関する目標を達成するために取るべき措置

３　社会貢献等に関する目標を達成するための措置



－ 52 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 53 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 54 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 55 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 56 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 57 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 58 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 59 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 60 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 61 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 62 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 63 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 64 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 65 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 66 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 67 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 68 －

Ⅲ　産業技術大学院大学に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 69 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 70 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 71 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 72 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 73 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 74 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 75 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 76 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　教育に関する目標を達成するための措置



－ 77 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 78 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　研究に関する目標を達成するための措置



－ 79 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 80 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 81 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 82 －

Ⅳ　東京都立産業技術高等専門学校に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　社会貢献に関する目標を達成するための措置



－ 83 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 84 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 85 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 86 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 87 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 88 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 89 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 90 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 91 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 92 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　組織運営の改善に関する目標を達成するための措置



－ 93 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　業務執行の効率化に関する目標を達成するための措置



－ 94 －

Ⅴ　法人運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　業務執行の効率化に関する目標を達成するための措置



－ 95 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　自己収入の改善に関する目標を達成するための措置



－ 96 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　自己収入の改善に関する目標を達成するための措置



－ 97 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　自己収入の改善に関する目標を達成するための措置



－ 98 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　経費の節減に関する目標を達成するための措置



－ 99 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

２　経費の節減に関する目標を達成するための措置



－ 100 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

　３　資産の管理運用に関する目標を達成するための措置



－ 101 －

Ⅵ　財務運営の改善に関する目標を達成するために取るべき措置

３　資産の管理運用に関する目標を達成するための措置



－ 102 －

Ⅶ　自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するために取るべき措置

　１　自己点検・評価等に関する目標を達成するための措置



－ 103 －

　Ⅶ　自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するために取るべき措置

１　自己点検・評価等に関する目標を達成するための措置



－ 104 －

Ⅶ　自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するために取るべき措置

　２　情報提供等に関する目標を達成するための措置



－ 105 －

　Ⅶ　自己点検・評価及び情報の提供に関する目標を達成するために取るべき措置

２　情報提供等に関する目標を達成するための措置



－ 106 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

　１　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置



－ 107 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

１　施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置



－ 108 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

　２　安全管理に関する目標を達成するための措置



－ 109 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

２　安全管理に関する目標を達成するための措置



－ 110 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

　３　社会的責任に関する目標を達成するための措置



－ 111 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

３　社会的責任に関する目標を達成するための措置



－ 112 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

　３　社会的責任に関する目標を達成するための措置



－ 113 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

４　国際化に関する目標を達成するための措置



－ 114 －

Ⅷ　その他業務運営に関する重要目標を達成するために取るべき措置

　４　国際化に関する目標を達成するための措置



－ 115 －



－ 116 －



－ 117 －



－ 118 －
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